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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッド部、ケーブル部、コネクタ部を有する超音波プローブと、前記超音波プローブに
前記コネクタ部を介して接続される超音波診断装置本体と、を有する超音波診断装置であ
って、
　前記超音波プローブに設けられたデバイスと、
　前記ケーブル部を通り、一端が前記デバイスに接続され、別の一端が前記コネクタ部に
接続される第１の信号線と、
　前記超音波診断装置本体に設けられ、前記デバイスの作動電圧を発生する電源回路と、
　前記超音波診断装置本体に設けられ、一端が前記電源回路に接続され、前記超音波診断
装置本体が前記超音波プローブと接続される場合において他端が前記第１の信号線に接続
される第２の信号線と、
　一端が前記第１の信号線に接続され、他端が前記コネクタ部に接続される第３の信号線
と、
　前記超音波診断装置本体に設けられ、入力電圧を利用して前記デバイスへの電圧の供給
状況を監視する電圧監視回路と、
　前記超音波診断装置本体に設けられ、一端が前記電圧監視回路に接続され、前記超音波
診断装置本体が前記超音波プローブに接続される場合において他端が前記第３の信号線に
接続される第４の信号線と、
　を具備する超音波診断装置。
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【請求項２】
　前記超音波プローブは、超音波を送受信するための複数の超音波振動子と、
　前記超音波診断装置本体は、前記複数の超音波振動子を駆動するための駆動信号を発生
する送信回路をさらに備え、
　前記デバイスは、前記複数の超音波振動子と前記送信回路との間の接続を切り替える超
音波振動子切替回路である、
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記超音波プローブは、監視電圧切替回路を備え、
　前記デバイスは、複数の電子デバイスを有し、
　前記電源回路は、前記複数の電子デバイスのための複数の作動電圧を発生し、
　前記監視電圧切替回路は、前記複数の作動電圧のうちの監視用の作動電圧を前記電圧監
視回路に供給するために、前記複数の電子デバイスと前記電圧監視回路との間の接続を切
り替える、
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記超音波診断装置本体は、参照電圧切替回路と参照電圧用信号線とをさらに備え、
　前記電源回路は、前記複数の作動電圧のための複数の参照電圧を発生し、
　前記参照電圧用信号線は、前記参照電圧切替回路と前記電圧監視回路とを接続する第１
の参照電圧用信号線と、前記電源回路と前記参照電圧切替回路とを接続し前記複数の参照
電圧にそれぞれ対応する複数の第２の参照電圧用信号線とを有し、
　前記参照電圧切替回路は、前記複数の参照電圧のうちの前記監視用の作動電圧に対応す
る監視用の参照電圧を前記電圧監視回路に供給するために、前記複数の第２の参照電圧用
信号線と前記第１の参照電圧用信号線との間の接続を切り替える、
　請求項３記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記超音波診断装置本体は、さらに報知部を備え、
　前記電圧監視回路は、前記入力電圧と前記電源回路からの参照電圧との大小関係に従っ
て前記デバイスへの電圧の供給状況を判断し、
　前記報知部は、前記電圧の供給状況を報知する、
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記超音波プローブは、超音波を送受信するための複数の超音波振動子と、
　前記超音波診断装置本体は、前記複数の超音波振動子を駆動するための駆動信号を発生
する送信回路をさらに備え、
　前記電圧監視回路は、前記入力電圧が許容範囲内か否かを判定し、前記入力電圧が前記
許容範囲内にないと判定した場合、前記送信回路を停止させる、
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記第１の信号線と前記第３の信号線との接続点は、前記ヘッド部に設けられる、請求
項１記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記第１の信号線と前記第３の信号線との接続点は、前記ケーブル部に設けられる、請
求項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記第１の信号線と前記第３の信号線との接続点は、前記コネクタ部に設けられる、請
求項１記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記デバイスは、前記ヘッド部又は前記コネクタ部に設けられる、請求項１記載の超音
波診断装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、超音波診断装置、超音波診断装置本体、及び超音波プローブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波プローブ内には超音波を送受波するための超音波振動子が設けられている。超音
波プローブの一タイプとして、超音波振動子と駆動信号を発生する送信回路とを高圧スイ
ッチ回路を介して信号線で接続し、駆動信号の供給先の超音波振動子を切替可能なものが
ある。高圧スイッチ回路は、超音波診断装置本体の電源回路からの高圧の作動電圧の印加
により作動する。しかし、何らかの不具合のために作動電圧が印加されないまま駆動信号
が供給されると高圧スイッチ回路が破損してしまう場合がある。従って、高圧スイッチ回
路内蔵タイプの超音波プローブを接続可能な超音波診断装置は、典型的には、超音波診断
装置本体に電圧監視回路を設けている。電圧監視回路は、超音波診断装置本体の電源回路
から高圧スイッチ回路への作動電圧の供給線を監視し、エラーを検知した場合、送信回路
を制御して駆動信号の供給を停止している。しかしながら、高圧スイッチ回路への信号線
がプローブコネクタ部で接触不良を起こした場合であっても作動電圧が電圧監視回路へと
供給されるため、超音波診断装置本体に設けられた電圧監視回路ではエラーを検知するこ
とができない。
【０００３】
　特許文献１には、超音波プローブに電圧監視回路を設ける技術が開示されている。この
タイプの超音波診断装置は、高圧スイッチ回路への信号線がプローブコネクタで接触不良
を起こした場合であっても、電圧監視回路でエラーを検知することができる。しかしなが
ら、超音波プローブ毎に電圧監視回路を搭載する必要があり、超音波プローブ単体及び超
音波診断装置全体のコストが増加してしまう。この問題は、高圧スイッチ回路の作動電圧
の監視に限らず、超音波プローブに設けられたデバイスの作動電圧を監視する場合に共通
して発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４１７６８９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　実施形態の目的は、超音波プローブ内のデバイスの作動電圧を低コストで正確に監視可
能な超音波診断装置、超音波プローブ、及び超音波診断装置本体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、ヘッド部、ケーブル部、コネクタ部を有する超音
波プローブと、前記超音波プローブに前記コネクタ部を介して接続される超音波診断装置
本体と、を有する超音波診断装置であって、前記超音波プローブに設けられたデバイスと
、前記ケーブル部を通り、一端が前記デバイスに接続され、別の一端が前記コネクタ部に
接続される第１の信号線と、前記超音波診断装置本体に設けられ、前記デバイスの作動電
圧を発生する電源回路と、前記超音波診断装置本体に設けられ、一端が前記電源回路に接
続され、前記超音波診断装置本体が前記超音波プローブと接続される場合において他端が
前記第１の信号線に接続される第２の信号線と、一端が前記第１の信号線に接続され、他
端が前記コネクタ部に接続される第３の信号線と、前記超音波診断装置本体に設けられ、
入力電圧を利用して前記デバイスへの電圧の供給状況を監視する電圧監視回路と、前記超
音波診断装置本体に設けられ、一端が前記電圧監視回路に接続され、前記超音波診断装置
本体が前記超音波プローブに接続される場合において他端が前記第３の信号線に接続され
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る第４の信号線と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態に係る超音波診断装置の概略的な外観を示す図
【図２】第１実施形態に係る超音波プローブ及び超音波診断装置本体の構成を示す図
【図３】第１実施形態の変形例に係る超音波プローブ及び超音波診断装置本体の構成を示
す図
【図４】第１実施形態の他の変形例に係る超音波プローブ及び超音波診断装置本体の構成
を示す図
【図５】第２実施形態に係る超音波プローブ及び超音波診断装置本体の構成を示す図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係わる超音波診断装置、超音波診断装置本体、
及び超音波プローブを説明する。
【０００９】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る超音波診断装置の概略的な外観を示す図である。図１に示
すように、第１実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と超音波診断装置本
体３とを有している。超音波プローブ１は、プローブヘッド５、プローブケーブル７、及
びプローブコネクタ９を装備している。プローブヘッド５には複数のデバイスが内蔵され
ている。プローブヘッド５の基部にはプローブケーブル７が接続されている、プローブケ
ーブル７の他端はプローブコネクタ９が取り付けられている。プローブコネクタ９は、超
音波診断装置本体３に設けられた差込口（図示せず）に着脱可能に接続される。プローブ
コネクタ９が超音波診断装置本体３に装着されている状態において、超音波プローブ１と
超音波診断装置本体３との間で種々の電気信号の送受信が行われる。
【００１０】
　図２は、第１実施形態に係る超音波プローブ１と超音波診断装置本体３との構成を示す
図である。なお図２において受信回路系は説明の簡単のため省略している。
【００１１】
　図２に示すように、超音波プローブ１は、プローブコネクタ９、複数の超音波振動子１
１、高圧スイッチ回路（以下、ＨＶＳＷ回路と呼ぶ）１３を有している。超音波診断装置
本体３は、システム制御部１５を中枢として電源回路１７、送信回路１９、電圧監視回路
２１、及び報知部２３を有している。
【００１２】
　超音波プローブ１及び超音波診断装置本体３内の各デバイスは、信号線ＳＬを介して接
続されている。特に、電源回路１７とＨＶＳＷ回路１３との間を接続する信号線をＨＶＳ
Ｗ用信号線ＳＬ１と呼び、ＨＶＳＷ回路１３と電圧監視回路２１との間を接続する信号線
を監視電圧用信号線ＳＬ２と呼び、送信回路１９とＨＶＳＷ回路１３とを接続する信号線
を駆動信号供給用信号線ＳＬ３と呼ぶことにする。なお本実施形態において信号線とは、
電流を流す導体を指すものとする。信号線を流れる電気信号はアナログ信号であってもデ
ジタル信号であっても良い。
【００１３】
　ＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１は、電源回路１７とＨＶＳＷ回路１３とをプローブコネクタ９
を経由して接続する。より詳細には、ＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１は、超音波診断装置本体３
内において電源回路１７とプローブコネクタ９のピン９ａとの間を接続する第１部分ＳＬ
１－１と、超音波プローブ１内においてＨＶＳＷ回路１３とプローブコネクタ９のピン９
ａとの間を接続する第２部分ＳＬ１－２とを有する。
【００１４】
　監視電圧用信号線ＳＬ２は、超音波プローブ１内においてＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１から
分岐接続され、ＨＶＳＷ回路１３と電圧監視回路２１とをプローブコネクタ９を経由して
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接続する。より詳細には、監視電圧用信号線ＳＬ２は、超音波診断装置本体３内において
電源回路１７とプローブコネクタ９のピン９ｂとの間を接続する第１部分ＳＬ２－１と、
超音波プローブ１内においてＨＶＳＷ回路１３とプローブコネクタ９のピン９ｂとの間を
接続する第２部分ＳＬ２－２とを有する。信号線ＳＬ１－２は分岐点Ｐ１において信号線
ＳＬ２－２に接続される。
【００１５】
　複数の駆動信号供給用信号線ＳＬ３は、送信回路１９とＨＶＳＷ回路１３内の複数のス
イッチ１３ａとをプローブコネクタ９を経由して接続している。より詳細には、駆動信号
供給用信号線ＳＬ３は、超音波診断装置本体３内において送信回路１９とプローブコネク
タ９のピン９ｃとの間を接続する第１部分ＳＬ３－１と、超音波プローブ１内においてＨ
ＶＳＷ回路１３とプローブコネクタ９ｃとの間を接続する第２部分ＳＬ３－２とを有する
。駆動信号供給用信号線ＳＬ３は、例えば、ＨＶＳＷ回路１３のスイッチ１３ａの数と同
数の信号線を有している。
【００１６】
　電源回路１７は、超音波プローブ１及び超音波診断装置本体３に内蔵された複数のデバ
イスを作動させるための複数種類の作動電圧を発生する。例えば、電源回路１７は、ＨＶ
ＳＷ回路１３を作動するための作動電圧（以下、ＨＶＳＷ用作動電圧と呼ぶ）を発生する
。ＨＶＳＷ用作動電圧は、ＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１を介してＨＶＳＷ回路１３に供給され
る。また、電源回路１７は、送信回路１９を作動するための作動電圧も発生することもで
きる。さらに、電源回路１７は、作動電圧以外に、電圧監視回路２１に供給される参照電
圧を発生することもできる。
【００１７】
　送信回路１９は、電源回路１７から信号線ＳＬを介して供給される作動電圧を受けて作
動する。送信回路１９は、超音波振動子１１を駆動するための駆動信号（以下、送信駆動
信号と四部）を発生する。具体的には、送信回路１９は、図示しないトリガ発生回路、遅
延回路およびパルサ回路等を有している。パルサ回路は、所定のレート周波数　ｆｒ　Ｈ
ｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生す
る。遅延回路は、送信方向及び送信焦点位置に応じた遅延時間をチャンネル毎に各レート
パルスに印加する。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイミングで複数の超
音波振動子１１に送信駆動信号を印加する。送信駆動信号の印加により、遅延時間に応じ
た送信方向及び送信焦点位置に関する超音波が複数の超音波振動子１１から送信される。
【００１８】
　複数の超音波振動子１１は、プローブヘッド５の先端側に内蔵されている。複数の超音
波振動子１１は、一次元状または２次元状に配列されている。複数の超音波振動子１１は
、送信回路１９からプローブコネクタ９を経由して供給された送信駆動信号を受けて超音
波を送信する。複数の超音波振動子１１は、被検体により反射された超音波を受信し、受
信された超音波に応じたエコー信号を発生する。発生されたエコー信号は、図示しない信
号線を通りプローブコネクタ９を経由して超音波診断装置本体３に供給される。その後、
超音波診断装置本体３は、エコー信号に信号処理を施して超音波画像を発生する。発生さ
れた超音波画像は、超音波診断装置本体３に設けられた表示装置により表示される。
【００１９】
　高圧スイッチ回路（ＨＶＳＷ回路）１３は、ＨＶＳＷ用作動電圧を受けて作動する。Ｈ
ＶＳＷ回路１３は、送信駆動信号の供給対象の超音波振動子１１を選択するために、複数
の超音波振動子１１と送信回路１９との間の接続を切り替える。ＨＶＳＷ回路１３による
接続の切替は、超音波送受信毎に行われる。例えば、ＨＶＳＷ回路１３は、送信開口が超
音波送受信毎に超音波振動子１個分ずつシフトするように超音波振動子１１と送信回路１
９との間の接続を切り替える。ここで、駆動信号供給信号線ＳＬ３がＮ本、超音波振動子
１１がＭ個（Ｍ＞Ｎ）であるとする。最初の超音波送信ビームは、１～Ｎ番目の超音波振
動子１１に送信駆動信号が供給され、１～Ｎ番目の超音波振動子１１から超音波が送信さ
れる。次の超音波送信ビームは、２～Ｎ＋１番目の超音波振動子１１に送信駆動信号が供



(6) JP 6334937 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

給され、２～Ｎ＋１番目の超音波振動子１１から超音波が送信される。すなわち、前回の
超音波送信において１番目の超音波振動子１１に供給された送信駆動信号がＮ＋１番目の
超音波振動子１１に供給されるように接続が切り替えられる。このようにして、送信開口
が順番にシフトされることにより、超音波振動子１１へ送信駆動信号を供給するための駆
動信号供給用信号線ＳＬ３の数が超音波振動子１１の数より少ない場合であっても全ての
超音波振動子１１を使用して超音波走査を実行することができる。
【００２０】
　なお、ＨＶＳＷ回路１３は、超音波プローブ１のプローブヘッド５に内蔵されても良い
し、プローブコネクタ９に内蔵されても良い。ＨＶＳＷ回路１３がプロ－ブヘッド５に内
蔵される場合、分岐点Ｐ１はプローブヘッド５、プローブケーブル７、又はプローブコネ
クタ９に設けられる。図３に示すように、ＨＶＳＷ回路１３がプロ－ブコネクタ９に内蔵
される場合、分岐点Ｐ１はプローブコネクタ９に設けられる。
【００２１】
　電圧監視回路２１は、監視電圧用信号線ＳＬ２からの電圧を入力電圧とする。具体的に
は、電圧監視回路２１は、ＨＶＳＷ用作動電圧を供給しているＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１を
、超音波プローブ１内部から再び超音波診断装置本体３に引き戻した信号線ＳＬ２からの
電圧を入力電圧とする。電圧監視回路２１は、超音波プローブ１からの入力電圧を利用し
て、電源回路１７からＨＶＳＷ回路１３への電圧の供給状況を監視する。電圧監視回路２
１の詳細については後述する。
【００２２】
　報知部２３は、電圧監視回路２１により判断された電圧の供給状況を報知する。例えば
、報知部２３は、表示装置やスピーカ、ランプ等を介して供給状況を報知する。
【００２３】
　システム制御部１５は、本実施形態に係る超音波診断装置の中枢として機能する。具体
的には、システム制御部１５は、ユーザにより操作部（図示せず）を介して指定された超
音波走査モードや走査条件に従って、超音波プローブ１及び超音波診断装置本体３内の各
デバイス及び回路の制御データを計算し各デバイスに伝送する。
【００２４】
　次に、第１実施形態に係る超音波診断装置の動作例について説明する。上述のように電
圧監視回路２１は、監視電圧用信号線ＳＬ２からの電圧を入力電圧とする。電源回路１７
とＨＶＳＷ回路１３とが正常に接続されている場合、ＨＶＳＷ回路１３に印加された作動
電圧が電圧監視回路２１への入力電圧となる。反対に、電源回路１７とＨＶＳＷ回路１３
とが正常に接続されていない場合、ＨＶＳＷ回路１３に印加された作動電圧が電圧監視回
路２１への入力電圧とはならない。電源回路１７とＨＶＳＷ回路１３とが正常に接続され
ていない場合としては、例えば、超音波プローブ１内のＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１－２と超
音波診断装置本体３内のＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１－１とがプローブコネクタ９において接
触不良を起こしている場合が挙げられる。
【００２５】
　電圧監視回路２１は、プローブコネクタ９における接触不良を検出するために、監視電
圧用信号線ＳＬ２からの入力電圧が許容範囲に収まっているか否かを判定する。許容範囲
内に収まっていないと判定した場合、電圧監視回路２１は、その旨の電気信号（以下、エ
ラー信号と呼ぶ）を発生する。許容範囲内に収まっていると判定した場合、電圧監視回路
２１は、エラー信号を発生しない。なお、許容範囲内に収まっていないと判定した場合、
電圧監視回路２１は、その旨の電気信号（以下、許容信号と呼ぶ）を発生しても良い。許
容信号とエラー信号とは、信号線ＳＬを介してシステム制御部１５と送信回路１９とに供
給される。なお、以下の説明において電圧監視回路２１は、許容範囲内に収まっていると
判定した場合、電圧監視回路２１は、エラー信号と許容信号とを発生しないものとする。
【００２６】
　許容範囲は、超音波プローブ１内のＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１－２と超音波診断装置本体
３内のＨＶＳＷ信号線ＳＬ１－１とがプローブコネクタ９において接触不良を起こした場
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合と起こしていない場合とを識別可能な電圧値に設定される。許容範囲は、具体的には、
参照電圧により規定される。参照電圧は、電源回路１７により発生され、電源回路１７か
ら参照電圧用信号線ＳＬ４を介して電圧監視回路２１に供給される。上述のように、超音
波プローブ１内のＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１－２と超音波診断装置本体３内のＨＶＳＷ信号
線ＳＬ１－１とがプローブコネクタ９において接触不良を起こした場合、電源回路１７か
らＨＶＳＷ回路１３に作動電圧が供給されない。この場合、入力電圧は、許容範囲外、す
なわち、参照電圧よりも小さくなる。反対に、プローブコネクタ９において接触不良を起
こしていない場合、電源回路１７からＨＶＳＷ回路１３に作動電圧が供給される。この場
合、入力電圧は、許容範囲内、すなわち、参照電圧よりも大きくなる。電圧監視回路２１
は、入力電圧を参照電圧とリアルタイムに比較し、入力電圧が参照電圧よりも大きい場合
、エラー信号を発生せず、入力電圧が参照電圧よりも小さい場合、エラー信号を発生する
。なお、参照電圧の電圧値は、任意の値に設定可能である。
【００２７】
　なお、上述において入力電圧と参照電圧とが比較されるとしたが、電圧監視回路２１の
負担を軽減するために、分圧された入力電圧と分圧された参照電圧とが比較されても良い
。入力電圧と参照電圧との分圧は、例えば、電圧監視回路２１により行われる。
【００２８】
　プローブコネクタ９において接触不良を発生している場合にＨＶＳＷ回路１３に送信駆
動信号が供給されると、ＨＶＳＷ回路１３が破損する虞がある。ＨＶＳＷ回路１３の破損
を防止するため、電圧監視回路２１は、接触不良が起きていると判断した場合、送信回路
１９に送信駆動信号の供給を停止させる。具体的には、エラー信号を発生した場合、電圧
監視回路２１は、送信回路１９を制御して、送信駆動信号をＨＶＳＷ回路１３に供給する
ことを停止する。反対に、電圧監視回路２１は、エラー信号を発生しない場合、送信回路
１９を制御して、送信駆動信号をＨＶＳＷ回路１３に供給する。
【００２９】
　また、システム制御部１５は、エラー信号が供給された場合、監視用の作動電圧の供給
を受ける電子デバイス２５，２７，２９に応じたエラー処理を実行する。例えば、システ
ム制御部１５は、ＨＶＳＷ回路１３への作動電圧の供給状態を報知部２３により報知され
る。具体的には、システム制御部１５を介して電圧監視回路２１からエラー信号が供給さ
れた場合、報知部２３は、作動電圧が正常にＨＶＳＷ回路１３に供給されていない旨を報
知する。例えば、超音波診断装置本体３に設けられた表示装置により、「プローブコネク
タの接触不良の可能性あり」等の作動電圧が正常にＨＶＳＷ回路１３に供給されていない
旨のメッセージが表示されるとよい。また、報知部２３は、超音波診断装置本体３に設け
られたランプを点灯することにより、作動電圧が正常にＨＶＳＷ回路１３に供給されてい
ない旨を報知しても良い。また、報知部は２３、スピーカを介して「プローブコネクタの
接触不良の可能性あり」等の音声を発生させたり、警告音を発生したりすることにより、
作動電圧が正常にＨＶＳＷ回路１３に供給されていない旨を報知しても良い。システム制
御部１５を介して電圧監視回路２１からエラー信号が供給されない場合、報知部２３は、
作動電圧が正常にＨＶＳＷ回路１３に供給されている旨を報知する。なお、エラー信号が
供給されない場合、報知部２３は、何も報知しなくても良い。
【００３０】
　上記の実施形態において電圧監視回路２１は、超音波プローブ１の内部から超音波診断
装置本体３に引き戻した信号線ＳＬ２からの電圧のみを入力とするものとした。しかしな
がら、本実施形態はこれに限定されない。例えば、電圧監視回路２１は、監視電圧用信号
線ＳＬ２に加え、超音波診断装置本体３において信号線ＳＬ１に分岐接続された信号線（
図示せず）からの電圧を入力としても良い。この信号線は、超音波診断装置本体３内に設
けられたＨＶＳＷ用信号線ＳＬ１の分岐点と電圧監視回路２１とを接続する。これにより
電圧監視回路２１は、超音波プローブ１からの入力電圧と電源回路１７からの入力電圧と
の両方を利用することにより、電圧の供給状況の把握をより正確に行うことができる。
【００３１】
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　上記の実施形態において電源回路１７と電圧監視回路２１とは超音波診断装置本体３に
内蔵されているとした。しかしながら、本実施形態はこれに限定されない。
【００３２】
　図４は、本実施形態の変形例に係る超音波プローブ１及び超音波診断装置本体３の構成
を示す図である。図４に示すように、電源回路１７は、超音波診断装置本体３の外側に設
けられている。具体的には、電源回路１７は、コネクタを介して直接的に接続されても良
いし、図示しないケーブルを介して接続されても良い。また、電圧監視回路２１は、超音
波診断装置本体３の外側に設けられている。具体的には、電圧監視回路２１は、コネクタ
を介して直接的に接続されても良いし、図示しないケーブルを介して接続されても良い。
電源回路１７と電圧監視回路２１との両方が超音波診断装置本体３の外側に設けられてい
る態様のみならず、電源回路１７と電圧監視回路２１との何れか一方が超音波診断装置本
体３の外側に設けられても良い。なお、電源回路１７と電圧監視回路２１とが超音波診断
装置本体３の外に設けられている場合であっても、ＨＶＳＷ回路１３は、プローブコネク
タ９に設けられていても良い。
【００３３】
（第２実施形態）
　第１実施形態において電源回路から作動電圧が供給される超音波プローブ内のデバイス
は、ＨＶＳＷ回路であるとした。しかしながら、本実施形態において作動電圧の供給先は
ＨＶＳＷ回路のみに限定されない。第２実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プロー
ブにＨＶＳＷ回路以外の電子デバイスを内蔵している。以下、第２実施形態について説明
する。なお以下の説明において、第１実施形態と略同一の機能を有する構成要素について
は、同一符号を付し、必要な場合にのみ重複説明する。
【００３４】
　図５は、第２実施形態に係る超音波プローブ１及び超音波診断装置本体３の構成を示す
図である。なお図５において受信回路系は説明の簡単のため省略している。
【００３５】
　図５に示すように、第２実施形態に係る超音波プローブ１は、プローブコネクタ９及び
複数の超音波振動子１１に加え、さらに複数の電子デバイス２５，２７，２９及び監視電
圧切替回路３１を有している。超音波プローブ１に内蔵される電子デバイス２５としては
、ＦＰＧＡ（field programmable gate array）２５、ＩＣ（integrated circuit）２７
、ＲＯＭ（read only memory）２９が挙げられる。これら電子デバイス２５，２７，２９
は、例えば、エコー信号を信号処理したり、送信駆動信号に遅延時間を与えたりするため
に設けられる。これら電子デバイス２５を作動するための電圧値は異なる。なお、第２実
施形態に係る電子デバイスは、ＦＰＧＡやＩＣ、ＲＯＭに限定されず、ＣＰＵ（central 
processor unit）やＡＳＩＣ（application specific integrated circuit）等の電源回
路１７からの作動電圧を要するあらゆる電子デバイスが適用可能である。第２実施形態に
係る超音波診断装置本体３は、システム制御部１５を中枢として電源回路１７、送信回路
１９、電圧監視回路２１、及び報知部２３に加え、参照電圧切替回路３３を有している。
【００３６】
　第２実施形態においては、説明の簡単のため、ＨＶＳＷ回路が設けられていないとする
。この場合、送信回路１９と複数の超音波振動子１１との間は、超音波振動子１１と同数
の複数の駆動信号供給用信号線ＳＬ３を介して接続されている。より詳細には、駆動信号
供給用信号線ＳＬ３は、超音波診断装置本体３において送信回路１９とピン９ａとの間を
接続する第１部分ＳＬ３－１と、超音波プローブ１内において超音波振動子１１とプロー
ブコネクタ９のピン９ａとの間を接続する第２部分ＳＬ３－２とを有する。
【００３７】
　第２実施形態に係る超音波プローブ１及び超音波診断装置本体３内の各デバイスは、信
号線ＳＬを介して接続されている。特に、電源回路１７と電子デバイス２５，２７，２９
との間を接続する信号線を電子デバイス用信号線ＳＬ５と呼ぶ。
【００３８】
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　電子デバイス用信号線ＳＬ５は、各電子デバイス２５，２７，２９と電源回路１７とを
プローブコネクタ９を経由して個別に接続する。より詳細には、電子デバイス用信号線Ｓ
Ｌ５は、超音波診断装置本体３内において電源回路１７とプローブコネクタ９のピン９ｄ
との間を接続する第１部分ＳＬ５－１と、超音波プローブ１内において電子デバイス２５
，２７，２９とプローブコネクタ９のピン９ｄとの間を接続する第２部分ＳＬ５－２とを
有する。
【００３９】
　第２実施形態に係る監視電圧用信号線ＳＬ２は、第１監視電圧用信号線ＳＬ２１と第２
監視電圧用信号線ＳＬ２２とを有する。第１監視電圧用信号線ＳＬ２１は、超音波プロー
ブ１内において複数の電子デバイス２５，２７，２９と監視電圧切替回路３１との間を接
続する。各第１監視電圧用信号線ＳＬ２１は、各電子デバイス用信号線ＳＬ５に分岐接続
され、各電子デバイス２５，２７，２９と監視電圧切替回路３１とを接続する。より詳細
には、各第１監視電圧用信号線ＳＬ２１は、信号線ＳＬ５－２からの分岐点Ｐ２と監視電
圧切替回路３１との間を接続する。第２監視電圧用信号線ＳＬ２２は、監視電圧切替回路
３１と電圧監視回路２１との間をプローブコネクタ９を経由して接続する。より詳細には
、第２監視電圧用信号線ＳＬ２２は、超音波プローブ１内において監視電圧切替回路３１
とプローブコネクタ９のピン９ｅとの間を接続する第１部分ＳＬ２２－２と、超音波診断
装置本体３内において電圧監視回路２１とプローブコネクタ９のピン９ｅとの間を接続す
る第２部分ＳＬ２２－１とを有する。
【００４０】
　電子デバイス２５，２７，２９は、超音波プローブ１のプローブヘッド５に内蔵されて
も良いし、プローブコネクタ９に内蔵されても良い。電子デバイス２５，２７，２９がプ
ロ－ブヘッド５に内蔵される場合、分岐点Ｐ２はプローブヘッド５、プローブケーブル７
、又はプローブコネクタ９に設けられる。電子デバイス２５，２７，２９がプロ－ブコネ
クタ９に内蔵される場合、分岐点Ｐ２はプローブコネクタ９に設けられる。
【００４１】
　また、電圧監視回路２１とシステム制御部１５との間をプローブコネクタ９を経由して
接続する信号線を第１制御用信号線ＳＬ６１と呼び、参照電圧切替回路３３とシステム制
御部１５との間を接続する信号線を第２制御用信号線ＳＬ６２と呼ぶことにする。第２制
御用信号線ＳＬ６は、より詳細には、超音波プローブ１内において監視電圧切替回路３１
とプローブコネクタ９のピン９ｆとの間を接続する第１部分ＳＬ６２－２と、超音波診断
装置本体３内においてシステム制御部１５とプローブコネクタ９のピン９ｆとの間を接続
する第２部分ＳＬ６２－１とを有する。また、電源回路１７と参照電圧切替回路３３との
間を接続する複数の信号線を第１参照電圧用信号線ＳＬ８１と呼び、参照電圧切替回路３
３と電圧監視回路２１との間を接続する信号線を第２参照用信号線ＳＬ８２と呼ぶことに
する。各第１参照電圧用信号線ＳＬ８１は、単一の参照電圧を参照電圧切替回路３３に供
給する。
【００４２】
　電源回路１７は、送信回路１９を作動するための作動電圧に加え、複数の電子デバイス
２５，２７，２９を作動するための複数種類の作動電圧（電子デバイス用作動電圧を呼ぶ
）を発生する。複数種類の電子デバイス用作動電圧は、電子デバイスの種類に応じて異な
る値を有している。また、電源回路１７は、作動電圧以外に、電圧監視回路２１に供給さ
れる複数種類の参照電圧を発生することもできる。複数種類の参照電圧は、それぞれ複数
種類の電子デバイス用作動電圧に応じた電圧値を有している。
【００４３】
　監視電圧切替回路３１は、システム制御部１５からプローブコネクタ９を経由して供給
される制御信号に従って、複数の第１監視電圧用信号線ＳＬ２１から供給される複数の作
動電圧のうちの監視用の作動電圧を選択する。選択された監視用の作動電圧は、第２監視
電圧用信号線ＳＬ２２を介して電圧監視回路２１に供給される。
【００４４】
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　参照電圧切替回路３３は、システム制御部１５から供給される制御信号に従って、複数
の第１参照電圧用信号線ＳＬ８１から供給される複数種類の参照電圧のうちの監視用の参
照電圧を選択する。監視用の参照電圧は、監視電圧切替回路３１により選択された監視用
の作動電圧に対応する。選択された監視用の参照電圧は、第２参照電圧用信号線ＳＬ８２
を介して電圧監視回路２１に供給される。
【００４５】
　電圧監視回路２１は、第２監視電圧用信号線ＳＬ２２からの電圧を入力電圧とする。す
なわち、電圧監視回路２１は、電子デバイス用作動電圧を供給している電子デバイス用信
号線ＳＬ５を、超音波プローブ１内部から再び超音波診断装置本体３に引き戻した信号線
ＳＬ２１，ＳＬ２２からの電圧を入力電圧とする。電圧監視回路２１は、超音波プローブ
１からの入力電圧を利用して、電源回路１７から電子デバイス２５，２７，２９への電圧
の供給状況を監視する。電圧監視回路２１の詳細については後述する。
【００４６】
　次に、第２実施形態に係る超音波診断装置の動作例について説明する。上述のように電
圧監視回路２１は、監視電圧切替回路３１により選択された監視用の作動電圧のみを入力
電圧とする。これは、既存のプローブコネクタ９を本実施形態に利用する場合、プローブ
コネクタ９のピン数が限られており、全ての作動電圧を電圧監視回路２１に入力すること
が構造的及びコスト的に困難であることが理由に挙げられる。また、全ての作動電圧につ
いて並列して監視する場合、電圧監視回路２１の負担が増大してしまい、ひいては電圧監
視回路２１の寿命が著しく低下してしまう。このことも監視用の作動電圧のみを入力電圧
することの一因に挙げられる。
【００４７】
　超音波診断装置１の作動中、システム制御部１５は、監視用の作動電圧を選択するため
の制御信号（以下、作動電圧選択信号と呼ぶ）を発生する。作動電圧選択信号は、第１制
御用信号線ＳＬ５を介して監視電圧切替回路３１に供給される。監視用の作動電圧の種類
は、ユーザにより操作部（図示せず）を介して選択されても良いし、自動的に一定時間毎
に順番に選択されても良い。
【００４８】
　作動電圧選択信号が供給されると監視電圧切替回路３１は、複数の第１監視用信号線Ｓ
Ｌ３１のうちの制御信号に応じた監視用の作動電圧のための第１監視電圧用信号線ＳＬ２
１と第２監視電圧用信号線ＳＬ２２との接続を閉じ、その他の第１監視電圧用信号線ＳＬ
２１と第２監視電圧用信号線ＳＬ２２との間の接続を開く。これにより監視用の作動電圧
のみが第２監視電圧用信号線ＳＬ２２を介しプローブコネクタ９を経由して電圧監視回路
２１に供給されることとなる。
【００４９】
　また、超音波診断装置１の作動中、システム制御部１５は、監視用の作動電圧に対応す
る監視用の参照電圧を選択するための制御信号（以下、参照電圧選択信号と呼ぶ）を発生
する。参照電圧選択信号は、第２制御用信号線ＳＬ７を介して参照電圧切替回路３３に供
給される。監視用の参照電圧は、監視用の作動電圧に応じて一意的に選択される。
【００５０】
　参照電圧選択信号が供給されると参照電圧切替回路３３は、複数の第１参照電圧用信号
線ＳＬ８１のうちの制御信号に応じた監視用の作動電圧のための第１参照電圧用信号線Ｓ
Ｌ８１と第２参照電圧用信号線ＳＬ８２との間の接続を閉じ、その他の第１参照電圧用信
号線ＳＬ８１と第２参照電圧用信号線ＳＬ８２との間の接続を開く。これにより監視用の
参照電圧のみが第２参照電圧用信号線ＳＬ８２を介して電圧監視回路２１に供給される。
【００５１】
　電圧監視回路２１は、各電子デバイス用信号線ＳＬ５のプローブコネクタ９における接
触不良を検出するために、第２監視電圧用信号線ＳＬ２２からの入力電圧（監視用の作動
電圧）が許容範囲に収まっているか否かを判定する。許容範囲は、監視用の作動電圧、換
言すれば、電子デバイス２５，２７，２９の種類に応じて設定される。各許容範囲は、各
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作動電圧に対応する参照電圧に応じて設定される。
【００５２】
　第１実施形態と同様に、電圧監視回路２１は、監視電圧切替回路３１により選択された
入力電圧（監視用の作動電圧）をリアルタイムに、参照電圧切替回路３３により選択され
た参照電圧と比較し、入力電圧が参照電圧よりも小さい場合、エラー信号を発生し、入力
電圧が参照電圧よりも大きい場合、エラー信号を発生しない。なお、参照電圧の値は、ユ
ーザにより任意の値に設定可能である。エラー信号は、システム制御部１５に供給される
。
【００５３】
　システム制御部１５は、エラー信号が供給された場合、監視用の作動電圧の供給を受け
る電子デバイス２５，２７，２９に応じたエラー処理を実行する。例えば、システム制御
部１５は、電源回路１７と各電子デバイス２５，２７，２９とがプローブコネクタ９にお
いて接触不良を起こしている旨を、報知部２３を介して報知する。具体的には、報知部２
３は、第１実施形態と同様に、電圧監視回路２１からエラー信号が供給された場合、監視
用の作動電圧に対応する電子デバイス２５，２７，２９に作動電圧が供給されていない旨
を報知する。また、報知部２３は、システム制御部１５を介して電圧監視回路２１からエ
ラー信号が供給されない場合、監視用の作動電圧に対応する電子デバイス２５，２７，２
９に正常に作動電圧が供給されている旨を報知する。
【００５４】
　なお、上記の第２実施形態において電源回路１７と電圧監視回路２１とは超音波診断装
置本体３に内蔵されているとした。しかしながら、本実施形態はこれに限定されない。第
１実施形態と同様に、電源回路１７と電圧監視回路２１との各々は、個別に超音波診断装
置本体３の外側に設けられても良い。
【００５５】
　上記の説明の通り、本実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と超音波プ
ローブ１にプローブコネクタ９を介して着脱可能に接続された超音波診断装置本体３とを
有している。電源回路１７は、超音波診断装置本体３に内蔵され、超音波プローブ１内の
種々のデバイス１３，２５，２７，２９を作動させるための作動電圧を発生する。信号線
ＳＬ１，ＳＬ４は、電源回路１７からの作動電圧をデバイス１３，２５，２７，２９に供
給するために電源回路１７とデバイス１３，２５，２７，２９とをプローブコネクタ９を
経由して接続する。電圧監視回路２１は、超音波診断装置本体３に内蔵され、超音波プロ
ーブ１からの入力電圧を利用してデバイス１３，２５，２７，２９への電圧の供給状況を
監視する。信号線ＳＬ２は、電圧監視回路２１に入力電圧を供給するために超音波プロー
ブ１内において信号線ＳＬ１，ＳＬ４に分岐接続されデバイス１３，２５，２７，２９と
電圧監視回路２１とをプローブコネクタ９を経由して接続する。
【００５６】
　上記構成により、本実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１の内部から超
音波診断装置本体３に引き戻した信号線ＳＬ２からの電圧を電圧監視回路２１により監視
している。また、本実施形態に係る超音波診断装置は、特許文献１記載の超音波プローブ
との対比で言えば、電圧監視回路２１を超音波診断装置本体３内に設けている。これによ
り本実施形態に係る超音波診断装置は、デバイス１３，２５，２７，２９へ作動電圧を供
給するための信号線ＳＬ１，ＳＬ５がプローブコネクタ９において接触不良が生じた場合
であっても、デバイス１３，２５，２７，２９への作動電圧の供給状況を低コストで正確
に把握することができる。また、複数のデバイス１３，２５，２７，２９の作動電圧を超
音波診断装置本体３から超音波プローブ１に供給する場合であっても、電圧監視に伴うプ
ローブコネクタ９のピン数の増加を２本で済ますことができる。
【００５７】
　かくして、本実施形態によれば、超音波プローブ内のデバイスの作動電圧を低コストで
正確に監視することが可能となる。
【００５８】
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　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【００５９】
　１…超音波プローブ、３…超音波診断装置本体、５…プローブヘッド、７…ケーブル、
９…プローブコネクタ、１１…超音波振動子、１３…高圧スイッチ回路（ＨＶＳＷ回路）
、１５…システム制御部、１７…電源回路、１９…送信回路、２１…電圧監視回路、２３
…報知部、２５…ＦＰＧＡ、２７…ＩＣ、２９…ＲＯＭ、３１…監視電圧切替回路、３３
…参照電圧切替回路

【図１】 【図２】
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摘要(译)

该超声波诊断装置以损失的成本准确地监视超声波探头内部的装置的动
作电压。在超声波诊断装置主体（3）内置电源电路（17），生成用于使
超声波探头（13）内的各种装置（13）动作的动作电压。信号线
（SL1）通过探头连接器（9）连接电源电路（17）和装置（13），以便
为装置（13）提供来自电源电路（17）的工作电压。在超声波诊断装置
本体（3）内置有电压监视电路（21），利用超声波探头（1）的输入电
压来监视向装置（13）供给的电压的状态。信号线（SL2）被分支并连
接到超声波探头（1）内的信号线（SL1），以便将输入电压提供给电压
监视电路（21），并且将装置（13）和电压监控电路（21）通过探头连
接器（9）。
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